
助成金チェックリスト 

 

≪沿道緑化の場合≫  ※太枠内をご確認いただき、該当箇所にチェックを入れてください。 

                ○沿道緑化のうち、プランター緑化の申請をする方は、裏面の≪プランター緑化の場合≫ 

                    の項目をチェックしてください。 

チェック項目 確認 区確

認 

備考 

１ 共通 
新たに緑化する区画が、道路等との境界線から３メ

ートル以内にあること。 
□ □ 

 

２ 共通 道路等から緑化区画が視認できること。 □ □  

３ 共通 
緑化区画と接道部との間に、高さ 0.4メートルを超

える遮蔽物がないこと。 
□ □ 

 

４ 樹木緑化 高さ 0.3メートル以上の樹木を植栽すること。 □ □  

５ 
フェンス 

緑化 

緑化区画の接道部の延長が、１メートル以上である

こと。 
□ □ 

 

６ 
フェンス

緑化 

新たに設置するフェンスの高さが 0.6メートル以上

であること。 
□ □ 

 

７ 
フェンス

緑化 

フェンスを覆える程度の植物を植栽すること。 
□ □ 

 

８ 
フェンス

緑化 

フェンスを設置する塀および縁石の高さが 0.4メー

トルを超えないこと。 
□ □ 

 

９ 

緑化に伴う

塀および舗

装の撤去 

撤去する塀の高さが 0.4メートル以上であること。 

（舗装のみの撤去の場合を除く） □ □ 

 

 

≪プランター緑化の場合≫  ※太枠内をご確認いただき、該当箇所にチェックを入れてください。 

 

チェック項目 確認 区確

認 

備考 

１ 
プランターの設置場所が、道路等との境界線から３メートル以

内にあること。 
□ □ 

 

２ 道路等からプランターが視認できること。 □ □  

３ 
プランターと接道部との間に、高さ 0.4 メートルを超える遮

蔽物がないこと。 
□ □ 

 

４ 
緑化区画を設ける敷地の面積が、150平方メートル未満である

こと。 
□ □ 

 

５ 有効容量が 50リットル以上のプランターを使用すること。 □ □  

６ 低木または中高木を植栽すること。 □ □  

 

 

 

 



 

 

≪建物緑化の場合≫  ※太枠内をご確認いただき、該当箇所にチェックを入れてください。 

 

チェック項目 確認 区確

認 

備考 

１ 共通 

新たに行う緑化に耐える強度があり、建築基準法第

７条第５項の検査済証が交付された建築物（検査済

証がない場合は、他の書類で適法性が確認された建

築物）であること。 

□ □ 

 

２ 屋上緑化 緑化区画の面積が、１平方メートル以上あること。 □ □  

３ 屋上緑化 
建築物の屋上に高さ 1.1メートル以上の転落防止柵

を設置すること。 
□ □ 

 

４ 屋上緑化 
プランターを使用する場合は、有効容量 50 リット

ル以上とすること。 
□ □ 

 

５  
プランターを使用する場合は、容易に変形、破損せ

ず、一定の耐久性があるものとすること。 
□ □ 

 

６ 壁面緑化 

植物を誘引する資材は、建築物の壁面から１メート

ル以内にあり、かつ、隣地との境界線から 0.5メー

トル以上離れている 

□ □ 

 

７ 壁面緑化 誘引資材の面積が、１平方メートル以上ある □ □  

８ 壁面緑化 誘引資材を覆える程度の植物を植栽する □ □  

 


